
 

 

 

 

 

   

 

◎第２期(夏休み～１２月)いじめの状況 
冬休み前に行った、いじめ調査をもとに、学校としていじめを認知した件数です。 

（いじめ調査以外で発覚した件も含みます） 

※各項目の内、どれか一つ該当する行為があれば、件数として計上しています。 

今回はＳＮＳ関連の事案がありました。改めてモラルのあるＳＮＳの使い方を心がけてください。

今回認知の１５件については、先生方を中心に、解消に向けて継続指導、見守りをしています。皆

さんも、日頃から、いじめを許さず、いじめをはやし立てたり傍観する行為も許されない、という

意識をもってください。 

なお、第１回（４月～７月）で認知した１８件については、１７件解消。１件継続指導中です。 

 

◎生活の決まり（アンケート） 

今年度は、体操服の裾を外に出してよくなり、腕時計が可になり、休日の部活動のバッグも部活

動ごとの裁量になりました。これらは生徒から意見が出て、決まりを変更したものです。ここ数年

で、生徒の皆さんの意見も聞き、決まりも少しずつ変わってきています。 

今年度も、生徒会本部が１・２年生を対象に『生活の決まりについてのアンケート』をとりまし

た。この後、生徒会が意見を取りまとめ、先生方の意見とすり合わせていきます。 

今後も、生活の決まりについては、時流の変化や、生活のしやすさを考慮し、マナーや集団規律

とも折り合いをつけながら考えていきたいと思います。 

 

◎落とし物を処分します 

４月からの落とし物を処分します。名前の無い 

落とし物は、いちいち誰の物か確認してません。 

職員室前の落とし物ノートに記録しています。 

 ジャージ、水筒、メガネ、家の鍵っぽいもの、 

タオル、その他・・・思い当たる人は、ノートを 

見て、先生に聞いてみてください。 

 持ち物には記名しましょう。 

湊中学校の 

いじめ認知件数 
（夏休み～１２月） 

１５件（内訳：１年９件、２年４件、３年２件） 

 

いじめの主な態様 

（複数可） 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる（１０件） 

・軽くぶつかられる、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする（３件） 

・嫌なこと恥ずかしいこと、危険なことをされたりさせられる（１件） 

・パソコンや携帯電話等で、誹謗・中傷や嫌なことをされる（３件） 

校訓「自学・自律・自励」     学校教育目標「Change Chance Challenge」 

  

ＮＯ１１ 令和８年１月３０日発行 

湊中学校生徒指導だより 



◎朝のボランティア活動 
 生徒会本部とボランティア生徒含め、総勢１５人くらいが朝のごみ拾いをしています。 

誰かに頼まれたわけでもなく、やらなきゃいけないことではありません。別に取り上げてほしい

とも思ってないはず。でも、こういう生徒の気持ちは学校としても大切にしたいです。ありがとう

ございます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◎お知らせ 
〇いじめ未然防止啓発動画（保護者の方もお願いします） 

 全国的ないじめの認知件数の増加を受け、文部科学省から生徒・保護者向け 

の「ネットいじめ」に関する啓発と、いじめの未然防止に関する動画の案内が 

ありました。全部で５分程度の動画ですので、一度見てください。相談窓口の 

案内もあります。 

 

〇２月のスクールカウンセラー来校日 

  ２(月)、１６(月)です。面談の予約は、どの職員でも構いません。電話であれば対応した職員

に伝えてください。 

 

◎保護者の方へ 
○お金の使い方について 

 近頃、不適切な金銭の使い方が、本校および近隣校でも散見されています。 

特に、 

・友人同士での貸し借り、おごり 

・スマホ間の送金・ポイントのやりとり 

・保護者のお金の無断使用 です。 

 金額の大小に関わらず、これらの事案は重大なトラブルに発展する可能性があります。 

 また、お子様の所持品に日頃与えている金額や小遣いの範囲を超える物がないか、 

ご家庭でも一度ご確認いただければ幸いです。 

 何か、ご心配な点がございましたらご連絡ください。 

 
〇持ち物に記名をお願いします 

制服の取り違いがあります。卒業後、制服の譲渡を予定されているなどで、制服には記名され

ないケースもあるようです。 

制服には記名用のタグもありますが、直接記名してしまうことに抵抗があるようでしたら、市

販の「衣類用ネームシール」や「アイロン接着タグ」などで対応していただけると助かります。

制服だけでなく、持ち物には記名していただきますようお願いします。 


